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九州大学総合研究棟（筑紫地区）使用細則

平成１６年度九大細則第６号

施 行：平成１６年 ４月 １日

終改正：令和 元年 ９月３０日

（令和元年度九大細則第１０号）

（趣旨）

第１条 この細則は、九州大学学内共通利用施設規則（平成１６年度九大規則第６０号。以下「規

則」という。）第１３条第２項及び第１７条並びに九州大学総合研究棟（筑紫地区）規程（平成１

６年度九大規程第１９号。以下「規程」という。）第６条第４項、第１０条第２項及び第１４条の

規定に基づき、九州大学総合研究棟（筑紫地区）（以下「施設」という。）の使用等に関し必要な

事項を定めるものとする。

（研究交流ホールの使用）

第２条 規則第３条第１項第３号に該当する部分（以下「研究交流ホール」という。）の使用時間は、

原則として平日午前８時３０分から午後５時までの間とする。

２ 使用者は、前項の使用時間外の使用を希望するときは、あらかじめ管理責任者に願い出て、そ

の許可を得なければならない。

３ 研究交流ホールの使用に当たっては、施設使用料を負担するものとし、冷房又は暖房を使用す

る場合には、冷房使用料又は暖房使用料を加算するものとする。

４ 前項の施設使用料、冷房使用料及び暖房使用料の額は、次の表のとおりとする。

施設使用料（１日当たり） 冷房使用料（１日当たり） 暖房使用料（１日当たり）

９，３６０ 円 １５，６４０円 １０，５６０円

（光熱水料等）

第３条 規程第１０条第１項に規定する光熱水料は、電気料、上水道料、中水道（実験水）料、下

水道料、ガス料、電話料の費用とし、受益者負担とする。

（徴収方法）

第４条 共通部分の光熱水料については、月毎に、使用者が所管する部局等の予算から筑紫地区事

務部の予算に移し替えるものとする。

２ 使用者は、光熱水料及び使用料（共通部分に係るものを除く。以下同じ。）の請求があった場合

は、速やかに支払わなければならない。

３ 一度納付された使用料については、特段の事情がある場合を除き、返還しない。

（大型設備等）

第５条 特定の大型設備等の管理については、当該設備等を使用する者が共同して行うものとする。

（雑則）

第６条 この細則に定めるもののほか、施設の使用等に関し必要な事項は、総合研究棟（筑紫地区）

管理運営委員会の議を経て、管理責任者が定める。

附 則

この細則は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年度九大細則第１３号）

この細則は、平成１７年１０月１日から施行する。

附 則（平成２５年度九大細則第１５号）

この細則は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則（令和元年度九大細則第１０号）

この細則は、令和元年１０月１日から施行する。


